
岐阜県新型コロナウイルス感染症薬局継続再開事業費補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 県は、地域において必要な薬局の機能を維持するため、新型コロナウイルス感染症の感

染により休業を余儀なくされた薬局（中学校区に１件のみ所在する薬局に限る。以下同じ。）の

開設者（以下「補助事業者」という。）が当該薬局の業務を継続し、又は再開するために必要な

設備の整備等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関

しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（欠格事由） 

第２条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次号

において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を

有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する権限を代

行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を法人以外の団体にあっては代表者、

理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者

及びその使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実

質的に関与している個人又は法人その他の団体（以下この条において「法人等」という。） 

(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法

人等 

(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している個人又は法人等 

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等 

(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

している個人又は法人等 

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であること

を知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用し

ている個人又は法人等 

 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補助

対象経費」という。）、基準額、補助率並びに補助金の額は、別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。 

２ 補助金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければならない。 

３ 補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める。 

 



（補助金の交付の条件） 

第５条 補助金の交付を決定する場合に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助対象事業に要する経費の配分の変更（事業の目的の変更とならないものを除く。）をす

る場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

(2) 補助対象事業の内容の変更（主たる内容の変更以外の変更で、補助金の額に変更が生じな

いものを除く。）をする場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場

合は、その旨を速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を知事の承認を受けて処分する場合

においては、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準（平成２０年４月１

７日付け医政発第０４１７００１号厚生労働省医政局長通知別添１）第４の規定の例により

算出した額を県に納付させることがあること。 

(7) 補助対象事業の完了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。）後に、消費税

及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の申告により補助金に係る消費税等に係る仕入

控除税額が確定した場合（消費税等に係る仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、その確定

額を補助対象事業の完了の日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに知事に報告するこ

と。 

(8) 前号の規定による報告があった場合は、当該消費税等に係る仕入控除税額に相当する金額

の全部又は一部を県に納付させることがあること。 

(9) この補助金と補助対象経費を重複して他の補助金、負担金等の交付を受けないこと。 

２ 前項第１号から第３号までの知事の承認を受けようとする場合の申請書及び同項第７号の規

定により知事に報告する場合の報告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるとおりとする。 

(1) 前項第１号の承認 事業経費配分変更承認申請書（別記第２号様式） 

(2) 前項第２号の承認 事業内容変更承認申請書（別記第３号様式） 

(3) 前項第３号の承認 事業中止（廃止）承認申請書（別記第４号様式） 

(4) 前項第７号の規定による報告 消費税等仕入控除税額報告書（別記第５号様式） 

 

（申請の取下げ） 

第６条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付

の決定の日から１０日を経過する日とする。 

 

（状況報告等） 

第７条  知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の実施状況に関し必要な

報告を求め、調査し、又は指示することができる。 

 

（実績報告） 

第８条 実績報告書の様式は、別記第６号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書には、別記第６号様式において定める書類を添付しなければならない。 



３ 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補

助対象事業の完了の日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金の交付の時期等） 

第９条 この補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後において交付する。ただ

し、知事が補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により交付

することができる。 

２ 補助事業者は、別に知事が指定するところにより、別記第７号様式による補助金交付請求書

を知事に提出しなければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第１０条 規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第２条の規定に該当す

るときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、当該交付決定を受けた者が第

２条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定により補助金

の交付決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の規定に

より補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（単価３０万円

以上の機械及び器具に限る。）を知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は破棄してはならない。ただし、補助

事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第

３８４号）に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。 

 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第１２条  規則第２２条の知事の定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度

以後５年間（補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限を受ける期間

が５年を超える場合にあっては、当該期間の末日の属する年度の末日まで）とする。 

 

（書類の提出部数） 

第１３条 この要綱により提出すべき書類の部数は、１部とする。 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和３年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年度分の予算に係る補助金から適用する。    



別 表（第３条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 

 

基準額 補助率 補助金の額 

令和４年度新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援事業（医療分）実施

要綱（令和４年９月２２日付け医政発

０９２２第３８号・健発０９２２第１

４号・薬生発０９２２第１号厚生労働

省医政局長・健康局長・医薬・生活衛

生局長通知）別紙の３（１４）に規定

する薬局の継続又は再開時に必要な

設備の整備及び施設等の消毒 

次に掲げる経費 

 

１ ＨＥＰＡフィルター付

き空気清浄機（陰圧対応可

能なものに限る。）の購入

費（１施設当たり１台を上

限とする。） 

 

２ 消毒に要する経費 

 次の算式により算定した額

の合計額 

 

１ ＨＥＰＡフィルター付き

空気清浄機の購入費 

905,000円 

 

２ 消毒に要する経費 

知事が必要と認めた額

（１施設当たり600,000円

を上限とする。） 

２分の１ 総事業費から寄附金その他の収

入額を控除した額と、補助対象経費

の実支出額と基準額とを比較して

少ない方の額とを比較して少ない

方の額に補助率を乗じて得た額（当

該額に 1,000 円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てた額）の

範囲内 

 

 

 


